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○栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第１号                                        

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。               
令和５年１月26日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎   
栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部を改正する規則                      

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則（昭和48年栃木県人事委員会規則第20

号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

附 則                                            
この規則は、公布の日から施行する。                                

 
 

改   正   後 改   正   前 

別表第３（第７条関係） 

事務局長の専決事項 

 １～３ 略 

 ４ 任用関係事項 

  (1)～(6)？略 

  (7)?試験問題専門委員設置規程（昭和35年栃木

県人事委員会訓令第２号）第３条の規定によ

る専門委員の任命 

 ５ 給与関係事項 

  (1)～(9) 略 

  (10)？住居手当の運用について（昭和49年12月

26日付け人委第381号人事委員会委員長通

知）規則第６条関係第３項に規定する協議に

対する承認 

  (11) 略 

６～８ 略 

別表第３（第７条関係） 

事務局長の専決事項 

 １～３ 略 

 ４ 任用関係事項 

  (1)～(6)？略 

   

 

 

 ５ 給与関係事項 

  (1)～(9) 略 

  (10)？住居手当の運用について（昭和49年12月

26日付け人委第381号人事委員会委員長通

知）規則第７条関係第３項に規定する協議に

対する承認 

  (11) 略 

６～８ 略 
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○栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第１号                                        

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。               
令和５年１月26日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎   
栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部を改正する規則                      

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則（昭和48年栃木県人事委員会規則第20

号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

附 則                                            
この規則は、公布の日から施行する。                                

 
 

改   正   後 改   正   前 

別表第３（第７条関係） 

事務局長の専決事項 

 １～３ 略 

 ４ 任用関係事項 

  (1)～(6)？略 

  (7)?試験問題専門委員設置規程（昭和35年栃木

県人事委員会訓令第２号）第３条の規定によ

る専門委員の任命 

 ５ 給与関係事項 

  (1)～(9) 略 

  (10)？住居手当の運用について（昭和49年12月

26日付け人委第381号人事委員会委員長通

知）規則第６条関係第３項に規定する協議に

対する承認 

  (11) 略 

６～８ 略 

別表第３（第７条関係） 

事務局長の専決事項 

 １～３ 略 

 ４ 任用関係事項 

  (1)～(6)？略 

   

 

 

 ５ 給与関係事項 

  (1)～(9) 略 

  (10)？住居手当の運用について（昭和49年12月

26日付け人委第381号人事委員会委員長通

知）規則第７条関係第３項に規定する協議に

対する承認 

  (11) 略 

６～８ 略 
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○栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第１号                                        

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。               
令和５年１月26日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎   
栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則の一部を改正する規則                      

栃木県人事委員会の権限に属する事務の委任及び専決に関する規則（昭和48年栃木県人事委員会規則第20

号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

附 則                                            
この規則は、公布の日から施行する。                                

 
 

改   正   後 改   正   前 

別表第３（第７条関係） 

事務局長の専決事項 

 １～３ 略 

 ４ 任用関係事項 

  (1)～(6)？略 

  (7)?試験問題専門委員設置規程（昭和35年栃木

県人事委員会訓令第２号）第３条の規定によ

る専門委員の任命 

 ５ 給与関係事項 

  (1)～(9) 略 

  (10)？住居手当の運用について（昭和49年12月

26日付け人委第381号人事委員会委員長通

知）規則第６条関係第３項に規定する協議に

対する承認 

  (11) 略 

６～８ 略 

別表第３（第７条関係） 

事務局長の専決事項 

 １～３ 略 

 ４ 任用関係事項 

  (1)～(6)？略 

   

 

 

 ５ 給与関係事項 

  (1)～(9) 略 

  (10)？住居手当の運用について（昭和49年12月

26日付け人委第381号人事委員会委員長通

知）規則第７条関係第３項に規定する協議に

対する承認 

  (11) 略 

６～８ 略 
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○職員の任用に関する規則の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第２号                                        

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和５年１月26日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎   
職員の任用に関する規則の一部を改正する規則                       

職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（採用試験の公告） 

第９条 採用試験の公告は、インターネットの利用

その他の適切な方法により行うものとする。 

２ 略 

 

附 則 

１～４ 略 

（受験資格の特例） 

５ 令和５年４月１日から令和12年３月31日までの

間における別表第２職員（社会人対象）採用試験

の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで 

60歳 

令和６年４月１日から

令和８年３月31日まで 

61歳 

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで 

62歳 

令和10年４月１日から

令和12年３月31日まで 

63歳 

 
 

別表第１（第６条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
区分試験 の対象 とな る職 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

略 略 

略   

 

 

 

行政 略 

林業 

主として林業に関する高度

の知識、技術又はその他の能

力を必要とする業務に従事す

（採用試験の公告） 

第９条 採用試験の公告は、県公報に登載するほか

ああああ適切な方法により行うものとする。 

２ 略 

 

附 則 

１～４ 略 

（受験資格の特例） 

５ 令和５年４月１日から令和12年３月31日までの

間における別表第２職員（社会人対象）採用試験

の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで 

60歳 

令和６年４月１日から

令和８年３月31日まで 

61歳 

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで 

62歳 

令和10年４月１日から

令和12年３月31日まで 

63歳 

 
 

別表第１（第６条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
区分試験 の対象 とな る職 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

薬剤師の免許を必要とし、

主として薬学に関する知識、

技術又はその他の能力を必要

とする業務に従事することを

職務とする職 

略 略 

略   

 

 

 

行政 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ
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○職員の任用に関する規則の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第２号                                        

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和５年１月26日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎   
職員の任用に関する規則の一部を改正する規則                       

職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（採用試験の公告） 

第９条 採用試験の公告は、インターネットの利用

その他の適切な方法により行うものとする。 

２ 略 

 

附 則 

１～４ 略 

（受験資格の特例） 

５ 令和５年４月１日から令和12年３月31日までの

間における別表第２職員（社会人対象）採用試験

の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで 

60歳 

令和６年４月１日から

令和８年３月31日まで 

61歳 

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで 

62歳 

令和10年４月１日から

令和12年３月31日まで 

63歳 

 
 

別表第１（第６条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
区分試験 の対象 とな る職 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

略 略 

略   

 

 

 

行政 略 

林業 

主として林業に関する高度

の知識、技術又はその他の能

力を必要とする業務に従事す

（採用試験の公告） 

第９条 採用試験の公告は、県公報に登載するほか

ああああ適切な方法により行うものとする。 

２ 略 

 

附 則 

１～４ 略 

（受験資格の特例） 

５ 令和５年４月１日から令和12年３月31日までの

間における別表第２職員（社会人対象）採用試験

の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで 

60歳 

令和６年４月１日から

令和８年３月31日まで 

61歳 

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで 

62歳 

令和10年４月１日から

令和12年３月31日まで 

63歳 

 
 

別表第１（第６条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
区分試験 の対象 とな る職 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

薬剤師の免許を必要とし、

主として薬学に関する知識、

技術又はその他の能力を必要

とする業務に従事することを

職務とする職 

略 略 

略   

 

 

 

行政 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ  
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職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ることを職務とする職 

略 略 

建築 略 

保健

師 

保健師の免許を必要とする

業務に従事することを職務と

する職 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああああああ 

略 略 

農芸

化学 

 

ああ  

林業 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

ああ

ああ 

 

林業 合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

総合

土木 

 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ああああああ 

略 略 

建築 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああ 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、薬

剤師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の薬

剤師国家試験で免許取得見込

みの者 

略 略 

農芸

化学 

 

林業  

 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

総合

土木 

 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああ 
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職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ることを職務とする職 

略 略 

建築 略 

保健

師 

保健師の免許を必要とする

業務に従事することを職務と

する職 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああああああ 

略 略 

農芸

化学 

 

ああ  

林業 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

ああ

ああ 

 

林業 合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

総合

土木 

 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ああああああ 

略 略 

建築 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああ 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、薬

剤師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の薬

剤師国家試験で免許取得見込

みの者 

略 略 

農芸

化学 

 

林業  

 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

総合

土木 

 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああ 
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職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ることを職務とする職 

略 略 

建築 略 

保健

師 

保健師の免許を必要とする

業務に従事することを職務と

する職 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああああああ 

略 略 

農芸

化学 

 

ああ  

林業 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

ああ

ああ 

 

林業 合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

総合

土木 

 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ああああああ 

略 略 

建築 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああ 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、薬

剤師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の薬

剤師国家試験で免許取得見込

みの者 

略 略 

農芸

化学 

 

林業  

 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

総合

土木 

 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああ 
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○職員の任用に関する規則の一部改正 
 
栃木県人事委員会規則第２号                                        

職員の任用に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和５年１月26日                                     

                        栃木県人事委員会委員長  井  澤  晃 太 郎   
職員の任用に関する規則の一部を改正する規則                       

職員の任用に関する規則（平成28年栃木県人事委員会規則第14号）の一部を次のように改正する。       

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

（採用試験の公告） 

第９条 採用試験の公告は、インターネットの利用

その他の適切な方法により行うものとする。 

２ 略 

 

附 則 

１～４ 略 

（受験資格の特例） 

５ 令和５年４月１日から令和12年３月31日までの

間における別表第２職員（社会人対象）採用試験

の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで 

60歳 

令和６年４月１日から

令和８年３月31日まで 

61歳 

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで 

62歳 

令和10年４月１日から

令和12年３月31日まで 

63歳 

 
 

別表第１（第６条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
区分試験 の対象 とな る職 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

略 略 

略   

 

 

 

行政 略 

林業 

主として林業に関する高度

の知識、技術又はその他の能

力を必要とする業務に従事す

（採用試験の公告） 

第９条 採用試験の公告は、県公報に登載するほか

ああああ適切な方法により行うものとする。 

２ 略 

 

附 則 

１～４ 略 

（受験資格の特例） 

５ 令和５年４月１日から令和12年３月31日までの

間における別表第２職員（社会人対象）採用試験

の部の規定の適用については、次の表の左欄に掲

げる期間の区分に応じ、同部中「64歳」とあるの

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで 

60歳 

令和６年４月１日から

令和８年３月31日まで 

61歳 

令和８年４月１日から

令和10年３月31日まで 

62歳 

令和10年４月１日から

令和12年３月31日まで 

63歳 

 
 

別表第１（第６条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
区分試験 の対象 とな る職 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

薬剤師の免許を必要とし、

主として薬学に関する知識、

技術又はその他の能力を必要

とする業務に従事することを

職務とする職 

略 略 

略   

 

 

 

行政 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ
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職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ることを職務とする職 

略 略 

建築 略 

保健

師 

保健師の免許を必要とする

業務に従事することを職務と

する職 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

 ああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああああああ 

略 略 

農芸

化学 

 

ああ  

林業 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

ああ

ああ 

 

林業 合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

総合

土木 

 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 

ああああああ 

略 略 

建築 略 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああああああ 

略   

 

別表第２（第８条関係） 

採用試験

の種類 

区分

試験 
受 験 資 格 

職員（大

学卒業程

度）採用

試験 

行政 略 

薬剤

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、薬

剤師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の薬

剤師国家試験で免許取得見込

みの者 

略 略 

農芸

化学 

 

林業  

 略 

総合

土木 

 

略 略 

略   

職員（資

格・免許

職）採用

試験 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が32歳未満の者であって、保

健師の免許取得者及び合格者

の発表の日の属する年度の保

健師国家試験又は看護師国家

試験で保健師の免許取得見込

みの者 

略 略 

 

 

 

 

 

 

 

行政 略 

総合

土木 

 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああ 
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附 則                                            
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に１項を加える改正規定、別表第１職員（社会人対象）

採用試験の部の改正規定及び別表第２職員（社会人対象）採用試験の部の改正規定は、令和５年４月１日から

施行する。 
 
 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 建築 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者のう

ちああ、１級建築士の免許取

得者であって、人事委員会が

別に定める職務経験を有する

もの 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者のう

ち、保健師の免許取得者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

略   

  

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 建築 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上39歳未満の者で

あって、１級建築士の免許取

得者あああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

略   
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附 則                                            
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に１項を加える改正規定、別表第１職員（社会人対象）

採用試験の部の改正規定及び別表第２職員（社会人対象）採用試験の部の改正規定は、令和５年４月１日から

施行する。 
 
 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 建築 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者のう

ちああ、１級建築士の免許取

得者であって、人事委員会が

別に定める職務経験を有する

もの 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者のう

ち、保健師の免許取得者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

略   

  

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 建築 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上39歳未満の者で

あって、１級建築士の免許取

得者あああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

略   
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附 則                                            
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に１項を加える改正規定、別表第１職員（社会人対象）

採用試験の部の改正規定及び別表第２職員（社会人対象）採用試験の部の改正規定は、令和５年４月１日から

施行する。 
 
 

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 建築 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者のう

ちああ、１級建築士の免許取

得者であって、人事委員会が

別に定める職務経験を有する

もの 

保健

師 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上64歳未満の者のう

ち、保健師の免許取得者で

あって、人事委員会が別に定

める職務経験を有するもの 

略   

  

職員（社

会 人 対

象）採用

試験 建築 

合格者の発表の日の属する

年度の４月１日における年齢

が29歳以上39歳未満の者で

あって、１級建築士の免許取

得者あああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

 あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

あああああああああああああ

ああ 

略   

  

 


